
事 務 連 絡

平成２５年１２月２４日

各都道府県選挙管理委員会事務局

御中

各都道府県議会事務局

総務省自治行政局選挙部選挙課

都道府県議会議員の選挙区設定の見直し（公職選挙法の一部を改正する法律）

Ｑ＆Ａの送付について

公職選挙法の一部を改正する法律（平成２５年法律第９３号）については、「公

職選挙法の一部を改正する法律の施行について（平成２５年１２月１１日付け総行

選第１０８号総務大臣通知）」により通知されたところですが、別添のとおり都道

府県議会議員の選挙区設定の見直し（公職選挙法の一部を改正する法律）Ｑ＆Ａを

とりまとめましたので、事務の参考にしてください。

なお、貴都道府県内の市町村に対しても、周知願います。



都道府県議会議員の選挙区設定の見直し 

（公職選挙法の一部を改正する法律）Ｑ＆Ａ 
 

【Ａ】 

〇 これまで、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法の規定に

より、郡市の区域によることとされ、また、指定都市においては、

行政区の区域によることとされてきました。 

 

〇 しかし、現在、「郡」は行政単位としての実質がなく、単なる地

理的名称となっており、また、市町村合併の進行により地域代表

の単位としての「郡」の存在意義が大きく変質している状況にあ

ります。さらに、地方分権が進展し、地方の自主性をより尊重す

べきという時代の潮流もあります。 

 

〇 そうした中で、全国都道府県議会議長会からは、平成２１年よ

り、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」こ

ととしている公職選挙法の規定を改正し、全国的に守られるべき

ルールを明らかにした上で、地域の実情を踏まえ、都道府県が条

例で自主的に選挙区を規定できるような法改正を求める要請が、

なされてきました。 

 

〇 今回の法改正は、こうした現状等に鑑み、都道府県議会議員の

選挙区について、条例で定めることとするとともに、一定の要件

の下で、市町村を単位として設定することとし、また、指定都市

の区域においては、行政区の区域を分割せずに２以上の区域に分

けた区域を単位として設定することとして、各党各会派による議

論を経て、議員立法で行われました。  

【Ｑ１】今回の都道府県議会議員の選挙区設定の見直しに係る公職

選挙法の改正は、どのような経緯・趣旨で行われたのでしょうか。 
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【Ａ】 

〇 これまで、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法で、郡市

の区域（指定都市は行政区の区域）によることとされ、強制合区

や任意合区の場合等に限り、都道府県の条例で定めることとされ

ていました。 

 

○ 今回の改正法では、 

① 選挙区の規定方法について、条例で全ての選挙区を定める 

② 選挙区設定のルールについて、一定の要件の下で、市町村を

単位とすることとし、また、指定都市の区域においては、行政

区の区域を分割せずに２以上の区域に分けた区域を単位とする

こととして、各都道府県の自由度を高める 

こととされました。 

 

 

  

【Ｑ２】今回の法改正により、都道府県議会議員の選挙区設定は、

これまでとどのような点が変わるのでしょうか。 
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都
道

府
県

議
会

議
員

の
選

挙
区

・
定

数
の

設
定

に
つ
い
て

 
－

公
職

選
挙

法
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
（
平

成
25

年
法

律
第

93
号

）
に
よ
る
改

正
前

後
の

比
較

表
－

 

改
 
正

 
後

 
 
改

 
正

 
前

 

○
選

挙
区

の
設

定
 

  
 
（
原

則
）

 
 

 
 
都

道
府

県
議
会
議
員
の
選
挙
区
は
、

 
 

 
①

一
の

市
の

区
域

 
 

 
②

一
の

市
の

区
域
と
隣
接
す
る
町
村
の
区
域
を
合
わ

せ
た
区

域
 

 
 
③

隣
接

す
る
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
た
区
域

 
 

 
の

い
ず
れ

か
に
よ
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
条
例
で
定

め
る
。
（
法

第
１
５
条

第
１
項

）
 

 
 
※

 
市

の
区
域
：
東
京
２
３
区
は
特
別
区
の
区
域

（
法

第
２
６
６
条
第

１
項
）
 

  
 
（
強

制
合

区
）

 
 

 
 
法

第
１
５
条
第
１
項
の
選
挙
区
は
、
そ
の
人
口
が

議
員
一

人
当
た
り
の

人
口
の

半
数

 
 

 
以

上
に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
一
の

市
の
区

域
の

 
 

 
人

口
が

議
員

一
人
当
た
り
の
人
口
の
半
数
に
達
し
な
い
と
き
は

、
隣

接
す
る
市

町
村

 
 

 
の

区
域

と
合

わ
せ
て
一
選
挙
区
を
設
け
る
も
の

と
す
る
。
（
法

第
１
５
条
第

２
項
）

 
 

 
※

 
議

員
一
人
当
た
り
の
人
口
＝
都
道
府
県
の
人

口
／
議

員
定
数

 
  

 
（
市

の
区

域
の
任
意
合
区
）

 
 

 
 
一

の
市

の
区
域
の
人
口
が
議
員
一
人
当
た
り
の

人
口
の

半
数
以

上
で
議

員
一

人
当

 
 

 
た
り
の

人
口
に
達
し
な
い
と
き
は
、
隣
接
す
る
市

町
村

の
区

域
と
合

わ
せ
て
一
選

挙
区

 
 

 
を
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
（法

第
１
５
条
第
３
項
）

 
 

  
 
（
町

村
の

区
域
の
取
扱
い
）

 
 

 
 
一

の
町

村
の
区
域
の
人
口
が
議
員
一
人
当
た
り
の

人
口

の
半
数

以
上
で
あ
る
と
き

 
 

 
 
は

、
当

該
町
村
の
区
域
を
も
っ
て
一
選
挙
区
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
（
法

第
１
５
条

第
４
項

） 
  

 
（
指

定
都

市
の
区
域
の
取
扱
い
）

 
 

 
 
指

定
都

市
に
対
し
法
第
１
５
条
第
１
項
か
ら
第

３
項

ま
で
の
規

定
を
適
用

す
る
場

合
 

 
 
に
お
け
る
市

の
区
域
は
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域

を
二

以
上
の

区
域
に
分
け
た
区

域
 

 
 
と
し
、
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
区
の
区
域
を
分

割
し
な
い
も
の

と
す
る
。

 
（
法

第
１
５
条

第
９
項

） ○
選

挙
区

の
設

定
 

  
 
（
原

則
）

 
 

 
 
都

道
府

県
議

会
議
員
の
選
挙
区
は
、
郡
市
の
区
域
に
よ
る
。
（
法
第
１
５
条
第
１
項
） 

 
 
※

 
市

の
区

域
：
東

京
２
３
区
は
特
別
区
の
区
域
（
法
第
２
６
６
条
第
１
項
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 指

定
都
市
は
区
の
区
域
（
法
第
２
６
９
条
）
 

 
 

 
 

 郡
の

区
域

：
東
京
都
の
支
庁
の
所
管
区
域
を
含
む

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 北
海
道
は
支
庁
（
総
合
振
興
局
・
振
興
局
）
の
所
管
区
域

 
（
法
第
２
７
１
条
第
１
項

）
 

  
 
（
強

制
合

区
）

 
 

 
 
郡

市
の

区
域

の
人
口
が
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
の
半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、

 
 

 
条

例
で
隣

接
す
る
郡
市
の
区
域
と
合
区
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
法
第
１
５
条
第
２
項
） 

 
 
※

 
議

員
一

人
当
た
り
の
人
口
＝
都
道
府
県
の
人
口
／
議
員
定
数

 
   

 
 
（
任

意
合

区
）

 
 

 
 
郡

市
の

区
域

の
人
口
が
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
の
半
数
以
上
で
議
員
一
人
当

 
 

 
 
た
り
の

人
口

に
達

し
な
い
と
き
は
、
条
例
で
隣
接
す
る
郡
市
の
区
域
と
合
区
す
る
こ
と

 
 

 
が

で
き
る
。
（
法

第
１
５
条
第
３
項
）
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改
 
正

 
後

 
 
改

 
正

 
前

 

 
 
（
経

過
措

置
）

 
 

 
 
法

第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行

日
の
前

日
に
お
け
る
選

挙
区

で
 

 
 
隣

接
し
て
な
い
町
村
の
区
域
を
含
む
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

選
挙
区

に
係

る
区

域
 

 
 
の

変
更

が
行

わ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
一

選
挙

区
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
 

 
（
改

正
法

附
則

第
３
条

）
 

  
 
（
衆

議
院

小
選
挙
区
特
例
）
 

 
 

 
一

の
市

町
村
の
区
域
が
二
以
上
の
衆
議
院
小

選
挙

区
に
属

す
る
区

域
に
分

か
れ
て

 
 

 
い
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
区
域
を
市
町
村

の
区
域

と
み

な
す
こ
と
が

で
き
る
。

 
 
（
法

第
１
５
条

第
５
項

）
 

  
 
（
特

例
選

挙
区
）
 

 
 

 
昭

和
４
１
年
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い
る
選

挙
区
に
つ
い
て
は

、
当

 
 

 
該

区
域

の
人

口
が
議
員
一
人
当
た
り
人
口
の

半
数
に
達
し
な
く
な
っ
た
場

合
に
お
い

 
 

 
て
も
、
当

分
の

間
、
当
該
区
域
を
も
っ
て
一
選
挙

区
を
設

け
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
（
法

第
２
７
１
条

）
 

  
 
（
合

併
特

例
）
 

 
 

 
市

町
村

合
併
に
際
し
て
、
条
例
で
合
併
が
行

わ
れ

た
日

か
ら
次
の

一
般
選

挙
に
よ
り

 
 

 
選

挙
さ
れ

る
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
日
ま
で
の
間

に
限

り
、

 
 

 
・
従

前
の

選
挙
区
に
よ
る
こ
と
（
従
前
特
例
）
 

 
 
・
又

は
合

併
市
町
村
の
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
選

挙
区

の
区
域

を
合

わ
せ

て
一

選
 

 
 

 
挙

区
を
設

け
る
こ
と
（
包
括
特
例
）
 

 
 

 
が

で
き
る
。
（
合
併
特
例
法
第
２
１
条
第
１
項
）
 

   
 
（
選

挙
区

設
定
の
考
慮
事
項
）
 

 
 

 
法

第
１
５
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
選

挙
区
を
設
け
る
場

合
に
お
い

 
 

 
て
は

、
行

政
区
画
、
衆
議
院
小
選
挙
区
、
地
勢
、
交

通
等

の
事
情

を
総

合
的
に
考
慮

し
 

 
 

 
て
合

理
的

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
法
第

１
５
条
第

７
項

）
 

 ○
定

数
の

設
定

 
 ・
 
都

道
府

県
議

会
議
員
の
定
数
は
、
条
例
で
定
め
る
。
（
地

方
自

治
法
第

９
０
条

第
１
項
）
 

・
 
各

選
挙

区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

は
、
人

口
に
比
例

し
て
、
条
例

で
定

め
 

 
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が

あ
る
と
き
は

、
お
お
む
ね

人
口

を
基

準
 

 
と
し
、
地

域
間

の
均
衡
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
（
法
第

１
５
条

第
８
項
）
 

 
 
（
飛

地
特

例
）

 
 

 
 
一

の
郡

の
区

域
が
他
の
郡
市
の
区
域
に
よ
り
二
以
上
の
区
域
に
分
断
さ
れ
て
い
る

 
 

 
場

合
、
又

は
分

断
さ
れ
て
い
な
い
が
地
勢
及
び
交
通
上
こ
れ
に
類
似
す
る
状
況
に
あ

 
 

 
る
場

合
に
つ
い
て
は

、
当
該
各
区
域
又
は
そ
れ
ら
の
区
域
を
合
わ
せ
た
区
域
を
郡
の

 
 

 
区

域
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
法
第
１
５
条
第
４
項
）

 
  

 
（
衆

議
院

小
選

挙
区
特
例
）
 

 
 

 
一

の
郡

市
の

区
域
が
二
以
上
の
衆
議
院
小
選
挙
区
に
属
す
る
区
域
に
分
か
れ
て

 
 

 
い
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
区
域
を
郡
市
の
区
域
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
（
法
第
１
５
条
第
５
項
）
 

  
 
（
特

例
選

挙
区

）
 

 
 

 
昭

和
４
１
年

１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い
る
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
当

 
 

 
該

区
域

の
人

口
が

議
員
一
人
当
た
り
人
口
の
半
数
に
達
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い

 
 

 
て
も
、
当

分
の

間
、
条
例
で
当
該
区
域
を
も
っ
て
一
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
（
法
第
２
７
１
条
第
２
項
）
 

  
 
（
合

併
特

例
）
 

 
 

 
市

町
村

合
併

に
よ
り
郡
市
の
区
域
の
変
更
を
生
ず
る
場
合
、
条
例
で
合
併
が
行
わ

 
 

 
れ

た
日

か
ら
次

の
一
般
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
る
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
日
ま
で
の

 
 

 
間

に
限

り
、

 
 

 
・
従

前
の

選
挙

区
に
よ
る
こ
と
（
従
前
特
例
）
 

 
 
・
又

は
合

併
市

町
村
の
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
郡
市
の
区
域
を
合
わ
せ
て
一
選
挙

 
 

 
 
区

を
設

け
る
こ
と
（
包
括
特
例
） 

 
 

  
が

で
き
る
。
（
合

併
特
例
法
第
２
１
条
第
１
項
） 

  
 
（
強

制
合

区
・
任

意
合
区
の
考
慮
事
項
）
 

 
 

 
法

第
１
５
条

第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
強
制
合
区
・任

意
合
区
を
行
う
場

 
 

 
合

に
お
い
て
は

、
行

政
区
画
、
衆
議
院
小
選
挙
区
、
地
勢
、
交
通
等
の
事
情
を
総
合

 
 

 
的

に
考

慮
し
て
合

理
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
法
第
１
５
条
第
７
項
）
 

 ○
定

数
の

設
定

 
 ・
 
都

道
府

県
議

会
議
員
の
定
数
は
、
条
例
で
定
め
る
。
（
地
方
自
治
法
第
９
０
条
第
１
項
） 

・
 
各

選
挙

区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
、
人
口
に
比
例
し
て
、
条
例
で
定
め

 
 
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
お
お
む
ね
人
口
を
基
準

 
 
と
し
、
地

域
間

の
均

衡
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
法
第
１
５
条
第
８
項
）
 

※
 
改

正
後

に
お
い
て
も
、
従
前
の
選
挙
区
を
そ
の
ま
ま
維
持

す
る
こ
と
も
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 
※

 
「
法

」
：
公

職
選
挙
法

 
 

 
 

 
 「
合

併
特

例
法
」
：
市
町
村
の
合
併
の
特
例

に
関

す
る
法

律
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【Ａ】 

〇 今回の改正法による都道府県議会議員の選挙区設定ルールの変

更は、その要件を緩和して、各都道府県の自由度を高めるもので

すが、 

 ・ 選挙区設定において、他の市町村の区域と合わせる場合には、

「隣接」を要件にしているものの、改正法の施行日の前日にお

いて、郡の区域が他の郡市の区域により分断されて飛地選挙区

となっている場合には、当該選挙区を変更しない限り、そのま

ま維持することを可能とする経過措置を設ける（改正法附則第

３条） 

 ・ 「特例選挙区」制度を維持する（公職選挙法第２７１条） 

等の措置が講じられています。 

 

〇 したがって、各都道府県の判断により、従前の選挙区を必ずし

も変更しなければならないというものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【Ｑ３】今回の法改正により、各都道府県は必ず選挙区を変更しな

ければならないのですか。 
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【Ａ】 

〇 改正後の公職選挙法第１５条第１項から第３項までにおける

「隣接する」とは、選挙区内の市町村が、市町村自体が飛地にな

っている場合を除き、飛地になることなく、ひとまとまりになっ

ていることを意味するものとされています。 

  したがって、選挙区内の全ての市町村が、互いに接し合ってい

ることまでは必要とされていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【Ｑ４】 改正後の公職選挙法第１５条第１項から第３項までにお

いて、他の市町村の区域と合わせて選挙区を設定することがで

きる要件とされている「隣接する」とは、どういうことですか。

（選挙区内の全ての市町村が、互いに接し合っている必要があ

るのですか。） 
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【Ａ】 

〇 今回の改正法は、全国都道府県議会議長会からの要請も踏まえ、

通例であれば、４年ごとの特例法の制定により、次回は平成２７

年４月に実施されることとなる統一地方選挙から適用することが

できるよう、施行日は平成２７年３月１日とされています（改正

法附則第１条）。 

 

〇 また、今回の改正法では、通例であれば平成２７年４月に実施

される統一地方選挙の対象となる道府県議会議員の一般選挙はも

とより、施行日（平成２７年３月１日）以後に告示される全ての

都道府県議会議員の一般選挙から、改正後の公職選挙法及びこれ

に基づく条例で定める選挙区で行うこととする適用区分規定が定

められています（改正法附則第２条）。 

 

〇 都道府県議会議員の一般選挙は、任期満了による場合のほか、

例えば、不信任議決を受けた都道府県知事による解散（地方自治

法第１７８条第１項）、住民のリコール請求に基づく解散（同法第

７８条）や議会の議決による自主解散（地方公共団体の議会の解

散に関する特例法第２条第３項）といった場合にも行われること

となります。 

 

〇 したがって、各都道府県においては、条例の周知期間なども考

慮し、遅くとも今回の改正法の施行日（平成２７年３月１日）の

前日までに、改正後の公職選挙法に基づき選挙区を設定する条例

を定めておく必要があります。 

  

【Ｑ５】 各都道府県は、いつまでに都道府県議会議員の選挙区を

設定する条例を整備する必要があるのですか。 
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【Ａ】 

〇 今回の法改正前においては、都道府県議会議員の選挙区は、公

職選挙法で、「郡市の区域による」（公職選挙法第１５条第１項）

とされ、強制合区や任意合区の場合等に限り、条例で定めること

が求められていました。 

また、各選挙区において選挙すべき議員の数は、公職選挙法で、

条例で定めることとされていました（公職選挙法第１５条第８項）。 

 

○ これに対し、今回の改正法では、都道府県議会議員の全ての選

挙区を条例で規定することとされています（公職選挙法第１５条

第１項）。 

  したがって、各都道府県においては、従前の選挙区を変更する

場合、従前の選挙区を維持する場合のいずれにおいても、遅くと

も改正法の施行日（平成２７年３月１日）の前日までに、公職選

挙法第１５条等の規定に基づいて、全ての選挙区（名称・区域）

及び各選挙区において選挙すべき議員の数を条例で規定しておく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

【Ｑ６】各都道府県は、今回の法改正を受けて、どのような条例を

整備する必要があるのですか。 
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【Ａ】 

〇 今回の改正法では、遅くとも改正法の施行日（平成２７年３月

１日）の前日までに、公職選挙法第１５条等の規定に基づいて、

都道府県議会議員の全ての選挙区（名称・区域）及び各選挙区に

おいて選挙すべき議員の数を条例で規定しておく必要があります。 

 

○ このため、今回の改正法により、各都道府県における条例の整

備が要請されるところですが、その際、従前の選挙区を維持する

こととする場合において、条例で既に改正法が要請する事項を規

定しており、改正法の内容と齟齬が生じないときには、そのまま

当該条例を適用させることも、法律上否定されるものではありま

せん。 

 

 

 

  

【Ｑ７】改正法の施行後も従前の選挙区を維持することとする場合

には、既に全ての選挙区（名称・区域）及び各選挙区において選

挙すべき議員の数を条例で規定しており、改正法の内容と齟齬が

生じないときにも、条例改正は必要なのでしょうか。 
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【Ａ】 

〇 選挙区名は、従前から都道府県が条例で自由に定めることがで

きることとされており、この点は、今回の法改正後も変更ありま

せん。 

  したがって、今回の法改正後において、条例で選挙区名を定め

る際に、「郡」の名称を使用することは可能とされています。 

 

〇 また、選挙区の区域についても、「郡」は、行政単位としての実

質がなくなっているものの、現在においても地理的名称として

様々な場面で活用されています。 

（衆議院小選挙区を定める公職選挙法別表第１においても、選挙

区の区域を示す表記として、「郡」の名称が用いられています。） 

したがって、今回の法改正後において、条例で選挙区の区域を

定める際に、町村を単位とした地域的なまとまりを表示する地理

的名称として、「郡」の名称を使用することは可能とされています。 

 （なお、当然のことながら、選挙区の区域が「郡」の区域と一致

しない場合には、「郡」の名称のみならず、市町村の名称等を使用

する必要があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ８】今回の法改正後に、選挙区名や選挙区の区域を条例で定め

る際に、「郡」の名称を使用することはできるのでしょうか。 
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